
１.三嶋大祭りにみる歴史的風致

三嶋大祭りは、三嶋大社が執り行う諸神事とシャ
ギリ、山車の曳き回しや本殿、舞殿において出陣式
を行う頼朝公旗挙げ行列などに代表される市民参
加の行事が三嶋大社社頭を中心とする市街地と
一体となり、良好な歴史的風致を形成している。

２.三島市の特徴的な地域信仰にみる歴史的風致

 「ヤッサモチ」、「ヨシダサン」、「天王祭」は、地域
の祭神と人々が固く結びつき、集落の安全のため
実施されてきた祭礼である。今なお地域の誇りや
人々の繋がりを維持しており、各地域の神社を中
心に三島市固有の良好な歴史的風致を形成して
いる。

３.市街地のせせらぎにみる歴史的風致

富士山に降った雨が伏流水となり、市内に自噴し、
せせらぎとなる。清らかな水の流れは三島の人々の
信仰心と深く関わってきた。三島市街地には、市立
公園楽寿園の小浜池や灯籠流し会場の白滝公園
などの建造物が残されており、良好な歴史的風致
を形成している。

４.坂の集落の営みにみる歴史的風致

箱根西麓にある五つの坂の集落では、各集落の
氏神である神社において集落成立当時から続く祭
礼などの活動が今なお続いている。また、山中城跡
は、地域の誇りとして、集落の人々により維持・管理
活動が行われており、三島市固有の良好な歴史的
風致を形成している。

  三島市の維持向上すべき歴史的風致
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計画期間
令和８年度（2026）～令和17年度（2035）

三島市は、古代に伊豆国の国府が置かれ地方行政の中心となり、鎌倉時代には伊豆国一宮である三嶋大社の門前町として信仰の拠点となりました。さらに江戸時代には徳川幕府により
東西方向に延びる東海道が整備されたことにより市街地は宿場町として賑わいを見せ、市域東半を占める箱根西麓地域には往来する旅人に休憩所を提供するため五つの坂の集落が新設
されました。また、周囲を見渡せば多くの自然に囲まれ、富士山の雪解け水を源とする湧水が各所から自噴しており、水の都として人々の暮らしに潤いを与えてきました。このような地で育まれ
てきた人々の様々な活動は、伝統行事となり今なお続き、歴史的価値の高い建造物及びその周辺の市街地と一体となって、三島市固有の歴史的風致を生み出しています。

これらの三島市固有の歴史的風致を守り育て、後世に継承するため、平成28年度に「三島市歴史的風致維持向上計画」を策定し、推進してきたところです。引き続き、歴史的な風情やたた
ずまいを残しつつ、さらなる観光振興や回遊性の向上によるにぎわいの創出に向け、「三島市文化財保存活用地域計画」「史跡等保存活用計画」に沿った文化財の保存・活用の推進ととも
に、文化財や歴史的建造物の周辺において、良好な景観形成を推進する地区の追加指定の検討、過去に美装化を行った道路の修復、インバウンド需要を踏まえた案内機能の充実といった
取組を進めていく必要があります。 そこで、「三島市歴史的風致維持向上計画（第２期）」を策定・推進することで、いっそうの歴史的風致の維持向上を目指します。

いずのくにのいちのみやい ずのくに



  三島市の重点区域における施策・事業概要
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重点区域の名称と面積
三島市歴史的風致維持向上区域 約264.4ha

まちなみと景観形成に関する事業

⑦景観重点整備地区内景観形成補助事業

景観重点整備地区（三嶋大社の周辺や源兵衛川
沿い等）において、地域特性に応じた建築物、工作
物の行為の制限に適合した建築や改修などに対し
て工事費を補助する。

⑧歴史的景観回遊路整備事業

旧東海道である推定平安・ 鎌倉古道や三島八小
路など、歴史的な街道・小径において、舗装の劣化
が著しい部分のカラー舗装の施工や修繕を行う。

歴史的資源を生かした観光振興と情報発
信に関する事業

⑨歴史的景観回遊情報発信事業

歴史的風致形成建造物をはじめとした歴史的ス
ポットを次々と案内するシステムを構築し、重点区域
内である市街地の周遊を促す仕組みを構築する。

⑩楽寿園におけるインバウンド受入環境整備
事業

歴史的風致形成建造物等を有する楽寿園へのイ
ンバウンドの誘客促進、加えて、楽寿園から市街地
への回遊性向上のため、園内の案内標識や誘導看
板、掲示物等について多言語化を進める。

⑪ふるさとガイドの会補助事業

本市への来訪者に、市
の歴史や人々の伝統的な
活動についてボランティ
アで案内する「ふるさとガ
イドの会」について、ボラ
ンティアガイド養成のため
の費用を補助する。

歴史的建造物の維持保全に関する事業

①三嶋大社本殿、幣殿及び拝殿の保全事業

三嶋大社の本殿、幣殿
及び拝殿の保存を図るた
め、必要に応じて補修、修
理等を行う。

②歴史的風致形成建造物保全整備事業

重点区域内の歴史的建
造物（三嶋大社舞殿・神
門、楽寿館、梅御殿、三嶋
暦師の館、神社等）につ
いて、維持保全を図るた
めに、必要に応じ補修及
び修復などを行う。

山中城跡の保存・活用に関する事業

③史跡等総合整備活用事業

山中城跡の調査及び史跡保存活用計画に基づき、 
保存・活用 などを行う。

伝統を反映した人々の活動に関する事業

④三嶋大祭り補助事業

継続的に開催し、魅力の向上を図り、保存・継承に
繋げるため、三嶋大祭りの運営費等の一部を補助
する。

⑤三島囃子保存会補助事業

静岡県指定の無形民俗文化財である三島囃子の
保存・継承のために、三島囃子保存会の活動費の
一部を補助する。

⑥地域文化財啓発補助事業

地域にある民俗文化財
の継承のために、市内の
民俗文化財に関する調査
を実施し、映像や報告書
としてとりまとめる。

三島市歴史的風致維持向上計画における重点区域は、国指定文化財を中心としてその他の文化財や歴史上価値の高い建
造物が集積し、かつ、歴史と伝統を反映した人々の活動が現在も展開され、それらが一体となって三島市の風情を醸し出して良
好な環境を形成している範囲とするとともに、歴史的風致を構成する文化財や活動の維持、発展に寄与する施策を重点的に実
施することにより、歴史的風致の維持及び向上が効果的に図られる範囲とします。

三島市の
重点区域の
位置及び区域
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